
<国会議員関係政治団体 B資金管理団体以外の政治団体用>
(そ の 1)

収 支 報 告 書

1政 治 団 体 の 名 称

(ふ り が な )

令和 4 年分

政 党 の 支 部

そ の 他 の 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

政治団体の区分

回

団

2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

活動区域の区分

年

月 日まで

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

プ`ユウご・/>ン トウナガ`サ■タンガ ケ■ンフ暫うしウイ >`7'

摩建民主党長輸県長崎市第十瑚

2 主 た る事 務 所 の 所 在 地 長吟市坂本3丁 目1春1号

3代 表 者 の 氏 名   深 堀 義 躍

4会 計 責 任 者 の 氏 名   石 本 え エ

事務担当者

杯 娠 †定、
5‐

095-845-8021

名

話

名

話

氏

電

氏

電

年

月 日まで

資金管理団体の指定の期間

記入もれ注意

チェックもれ注意

チェックもれ注意

□ 有

日   コ熙 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏名

資金管理団体の指定の有無

政治資

第 1号

政治資

第 2号

金 規正法第 19条 の 7第

に係 る国会議員 治 団体

金規 正法 9条 の 7第 1頂

会議員関係政治団体

公 職 の の氏名

種 類職  の

国会議員関係政治団体の区分

受
付
欄 ど

年
9月 /日

翁
メ
什
ヽ

り 上



日

／

月

ａ

年

と

籍

ど
，

＼

によ り 正

(その 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

収支の状況
必ず記入してください。
(Oの 場合は0と記入)

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

収 入 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

支 出 総 額

(本 年 の 収 入 額 ) S/_■/ё

基7す g/β

ま 8′
Zク

″ ク ρ ´ ク 沙

必 / 争 ク

円

貝 教 (党費又イま会費を納入 した人の数 )

金 額

(1)個人の負担する党費又は会費

つ

円
　
つ

合   計 (ア 十 イ )

イ 政 党 匿 名 寄 附

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)

対ヽ 「北  (ア )十 (イ )十 (ウ )

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

(イ )法人その他の団体からの寄附

(う ち 特 定 寄 附)

(ア)個 人 か ら の 寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分

(2)寄 附

争 クタ.夕 ´ ク

ν

″

す´″・沙 クρ

´

チ ク タ クヽ フ ´

ρ

円

つ

金 額

記入もれ注意 (ア )+(イ )+(ウ )

備 考

2



(その 5)

ど e― /

に よ り 正

△
口 計

こ の 頁 の 小 計

a労 ス弱念裸奔象狩

省臼入ユ党捩壻啜斡逮今参

會働ス主党長》争ラ嘴猾軽みつモ碁

″

宮
"ス

主差禄分更玲

交 付 金 を 供 与 し た
本 部 又 は 支 部 の 名 称

(5)本部又は支部から供与された交付金に係 る収入

井φ/‐ンフ瀾朦>″
字p雰 湧タノ ヽ  

・
ヽ 碗

ご J` kと /~γ ●′

⌒

/pp′ ク″″

/′ ク・ク ク ν

θ雰 エクタ

/ν ν .フ ク フ

円

/ν 汐・ク νν

金 額

字.ユ エ

グ /工 ./争

外 /′・鷲

夕./工・ゝ 必

字 ちZ./′

年 月 日

嘴桑ジ侵卜幸ガヤ牝吸「
S―

`一
ツ/

′′

凝芥 (ヤ タユ/」町7～ S

/′

凝玲ヤ稗々 S― す…午″

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

《4ヵ E「

備  考

J



(その 6)

ハ
口 計

1件 10万 円 未 満 の も の

こ  の  頁 の  小  計

摘 要

(6)そ の他の収入

/゛

/δ

つ

円

金 額 備 考

4



(そ の 7)

△
口 計

そ の 他 の 寄 附

こ の 頁 の
・
月ヽ 計

株式会社エス・ピい。シ‐

寄 附 者 の 氏 名
(団 体にあっては、その名称)

(7)寄 附 の 内 訳

つ ′・ν ν 沙

♂

すクνν♪汐

円

すクν・́ ′ρ

金  額

γ・ξ ‐ゝ タ

年 月 日

負吟市坂本3丁 目とみ1号

住     所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

寄 附 者 の 区 分 〃彩(その1このaオネ

深 堀 譲

職 業 (団体にあっては、
代表者の氏名 )

備考

(注 l)同一の者からの寄附で年間 5万 円を超えるものについては、
寄附者 (団体)ご とに記載すること。

(注 2)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体
又は政治団体の 「寄附者の区分」ごとに、最後の頁に記載すること。

『



(その13)

3 支出項 目別金額の内訳

△
口 計

/1ヽ 計

(6)そ の .他 の 経 費

(5) 寄  附 交  付  金

(4)調 査 研 究 費

(3) 機 関紙 誌 の発 行 そ の他 の事 業 費

(2)選 挙 関 係 費

2 政    治   活 動 費

費(1)組 織 活 動

ィよヽ 計

(4) 事 務 所 費

(3) 備  品 消 耗 品 費

(2) 光 熱 水 費

1      イロ& 常 経 費

費(1) 人 件

項 目

(1)支 出 の 総 括 表

/・ 夕 ´ ク ´ ′ ″

/・ ″ ´ ´‐´ ´ p

沙

/・ ″ ´ ´ ・ク ´ ´

´

ρ

つ

つ

ρ

つ

沙

う

つ

沙

ρ

円

つ

金 額

記入もれ注意

記入もれ注意 ア十イ+ウ +エ

記入もれ注意

備 考

(注 )当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に

係る支出については、項目ごとにその額を備考欄に記載し、
併せて(そ の16)の 添付が必要です。

ι



(その15)

合   計

その他の支出

この頁の小計

券↑今年盆

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

/。 ノノフ・′νつ

つ

/.´ ″″ ‐″ ク ク

円

/.ク ρ″ ν ´ タ

金 額

/.6-、 彰

年 月 日

項 目別区分

>ノ不な 表屏▼〃η充貌会

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

券曲 えヽイ守会 (舟 ,1ヽ
△ヱ )

負崎市坂本3丁 目1春1号

支出を受 けた者 の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備考

(注 1)1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

η



(そ の17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

シ 借入先ごとの残高が100万 円を超える借入金

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

コ 支払われた金額が100万円を超える敷金

ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

ク 出 資 に よ る 権 利

キ 有 価 証 券

力 金 銭 信 託

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。 )

エ 取得の価額が100万 円を超える動産

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

イ 建 物

ア 土 地

資 産 等 の 項 目 別 区 分

資産等の有無

日

有

図

□

□

y

空睡 備  考

(注 1)

(注 2)

項 目ごとの資産の有無について、 「□」内に 「レ」を記入すること。

有に記入 した場合、項 目別に様式 (そ の18)に 内訳を記載すること。

?



(その18)

2 資産等の項 目別内訳

//

深 堀 義昭

摘 要

資産等の内訳

争 ク ν・´ ´ ″

円

ェ .←ν ″・´ ´ つ

金 額

/♂ り .`~

/争 .γ $

年 月 日

項 目別区分

備 考

9



(その20)

宣誓書

代表者は解散時のみ

添付書類 (別添のとお り)

1 領収書等の写 し

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成 したものであつて、真実に相違ありません。

令和 す 年 θ 月 /゛ 日

政治団体の名称   β為民主党長輪県長崎市第十五支部

会計責任者の氏名 氣ホえ た (1そ;i:,F「

(代表者の氏名 (F口))

記入もれ注意

(備考 )

1会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を

証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署柔その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない。

2政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名のほか、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

tO


